
令 和 ５ 年 第 ３ 回 定 例 会 （ ９ 月 議 会 ）
産 業 観 光 委 員 会 ・ 分 科 会
補 正 予 算 関 連 提 出 資 料

令 和 ５ 年 ９ 月 １ １ 日
観 光 文 化 ス ポ ー ツ 部

【 補 正 予 算 関 連 】

総 合 食 品 研 究 セ ン タ ー 施 設 ・ 設 備 整 備 事 業 費 に食 の あ き た 推 進 課
1つ い て

ス ポ ー ツ 振 興 課 2新 県 立 体 育 館 Ｐ Ｆ Ｉ 推 進 事 業 に つ い て

【 議 案 （ 条 例 ） 関 連 】

ス ポ ー ツ 振 興 課 3負 担 付 き の 贈 与 の 受 入 れ に つ い て



総合食品研究センター施設・設備整備事業費について
                       

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食のあきた推進課

１　目　的

　　総合食品研究センターの特殊排水処理設備の更新等に向けて、基本設計及び実施設計を行う。
　
２　概　要
　　　　　　　　　　　　当センターでは、今年２月に排水ポンプの故障により特殊排水処
　　　　　　　　　　　　理設備が冠水し、排水を伴う研究に支障が生じたことから、６月
　　　　　　　　　　　　議会において補正予算措置の上、仮設排水処理設備を設置し対応
　　　　　　　　　　　　している。
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　信頼性の高い恒久的な排水処理能力を確保するため、当該設備の
　　　　　　　　　　　　更新等に向けた設計を行う。

　  　　　　　　　　　　条件付き一般競争入札により選定

　　　　　　　　　　　　令和５年度　設備更新等に向けた基本設計・実施設計
　　　　　　　　　　　　令和６年度　実施設計に基づき、設備更新等を実施予定　　　

   
３　予算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　２，３４１千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （委託料）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　委託料の内訳　・基本設計    　　　　　　　　　　　 　　５３１千円 
　　　　　　　・実施設計　　　　　　　　　 　　　　１，８１０千円 
　　　　　　　 
　　　　　　　 
 

総合食品研究センター全景

・ 経       緯 ：

・ 事  業  内  容 ：

・ 委   託   先 ：

・ ス ケ ジ ュ ー ル ：          
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新県立体育館ＰＦＩ推進事業について【新規】

スポーツ振興課

１ 目 的

新県立体育館の整備運営を行うＰＦＩ事業者の選定に向けて、有識者等によるＰＦＩ事業審査会を設置し、金融、法務、技術等

の専門知識を有するコンサルタントから支援を受けながら実施方針等の策定を行うとともに、建設地の測量、地質調査等を実施す

る。なお、アドバイザリー業務委託の契約期間が翌年度にわたることから、債務負担行為限度額を設定する。

２ 概 要

（１）ＰＦＩ事業審査会の開催 １，１８４千円

実施方針等の策定やＰＦＩ事業者の選定等を行うため、

有識者等で構成される審査会を開催する。

・審査委員：学識経験者、弁護士等 ６名以内

・開催日程：令和５年度１回、６年度４回 計５回程度

（２）ＰＦＩアドバイザリー業務委託 ２３，０００千円

実施方針・要求水準書等の策定に当たり、コンサルタント

から専門的、技術的な支援を受ける。なお、当該業務は令和

６年度にわたることから、債務負担行為限度額を設定する。

・金融・法務に関する支援

・施設整備等の技術に関する支援

・ＰＦＩ事業審査会の運営に関する支援

（３）建設地事前調査 ３０，７３４千円

実施方針・要求水準書等の策定に当たり、建設地の測量、

地質調査、埋蔵文化財調査等を実施する。

３ 予算額

（１）ＰＦＩ事業審査会の開催 １，１８４千円

内 訳・報償費 ７５千円 ・旅 費 １９４千円

・需用費 ６４２千円 ・役務費 ２４０千円

・使用料及び賃借料 ３３千円

（２）ＰＦＩアドバイザリー業務委託 ２３，０００千円

委託料の内訳 （委託料）

・金融・法務アドバイザー １１，６８０千円

・技術アドバイザー １１，３２０千円

（債務負担行為の概要）

２（２）記載の業務を継続して実施する。

限度額：４６，９６０千円 設定期間：令和６年度

（３）建設地事前調査 ３０，７３４千円

内 訳 ・委託料 ３０，５９１千円

・使用料及び賃借料 １４３千円

委託料の内訳 ・測量業務 ６，６５５千円

・地質調査業務 ２３，３９７千円

・設計業務 ５３９千円2



負担付きの贈与の受入れについて

スポーツ振興課

１ 概 要

八橋運動公園内にある気象台跡地を現県立体育館及び新

県立体育館の駐車場用地として使用するため、所有者である

国から負担付きの贈与を受ける。

２ 気象台跡地

（１）所在地・面積等

秋田市八橋運動公園３２８番４ 宅地 6,096.82㎡

秋田市八橋運動公園３２８番６ 宅地 201.01㎡

合計 6,297.83㎡

（２）所有者・管理者

・所有者：国

・管理者：財務省東北財務局秋田財務事務所

（３）沿 革

・大正１５年：県立秋田測候所が当該地に移転

・昭和１３年：測候所建物等とともに国へ移管

・昭和３２年：秋田地方気象台となる

・平成 元年：当該地から現在地（山王七丁目）に移転

３ 贈与の条件

県は、気象台跡地を贈与契約で定める日から１０年間、公

共施設の駐車場用地として使用しなければならず、これに違

反したときは、国は契約を解除することができる。

４ 今後のスケジュール（予定）

令和５年１０月：国へ贈与申込書を提出

１１月：贈与契約の締結（県に所有権移転）

１２月：国による所有権移転の登記

（最大200台程度）
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